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電離放射線障害防止対策について
▼二次元コード▼

厚生労働省は労働安全衛生規則、電離放射線障害防
止規則等を改正し、令和７年10月29日（一部規定
は令和８年４月１日又は
令和９年10月１日）から
順次施行されます。
エックス線やガンマ線装置を
使用している事業場様はご確
認ください。

今月のトピック

敦賀労働基準監督署からのお知らせ
労働安全衛生法に基づく報告・届出は

電子申請を活用しませんか︖

現在、労働安全衛生法に基づくほぼ全ての報告・届出
は、電子申請により手続きをとることが可能です。
電子申請による手続きは、開庁時間外での申請が可能
である、郵送費がかからない等様々なメリットがありま
すので、電子申請デビューしてみませんか︖
敦賀労働基準監督署では、容易に電子申請手続きを行
えるようマニュアルを作成していますので、ご活用くだ
さい。
なお、電子申請にて手続きを行った場合は、必ず申請
が受理されていることを確認するようお願いします。
（申請しっぱなしになっているケースが多いです）
確認方法については、次ページで紹介しています。

1１月は、
過労死等防止啓発月間です。

電離放射線障害防止規則等が順次改正されます︕

改正リーフレット（右図）
▼二次元コード▼



電子申請は受理されていることを確認しましょう ～申請しっぱなしに注意～

始めに・・・
電子申請手続きで申請しっぱなしになっているケースが散見されます。申請内容に
不備がある場合、労働基準監督署から「補正指示」のメッセージが発信されることがあり、
この状態は申請が受理されていることにはなりません。ですので、申請者としては提出・
届出したと思っていても、実際は受理されていないということもあり得るのです。
電子申請手続きは、きちんと申請が受理されていることを確認するまでが１セットです︕
ここでは、電子申請後の確認方法を紹介します。

マイページを確認しよう
申請の状態は「マイページ」から確認することができます。



受理されているか確認しよう


